
令和２年３月１６日

練馬区立春日小学校 保護者の皆様

練馬区立春日小学校

校 長 水 井 清

臨時休業期間中の校庭の利用について

日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。

さて、練馬区では令和２年３月２日から春休みまでを臨時休業期間としておりますが、こ

の度、区立全小学校の校庭を児童の運動等の活動場所として提供することとなりました。

このことを踏まえ、下記のとおり本校の校庭を利用できるようにいたしますので、お知ら

せします。

なお、今後の状況の変化に応じて、対応を変更する場合があります。その際は改めてお知

らせいたします。

記

１ 利用できる場所

春日小学校北校庭

※体育館は利用できません。（雨天時含む）

２ 対象者

本校の児童のみ（全学年）

３ 期間および時間

（１）期間

令和２年３月１７日（火）、１８日（水）、１９日（木）、２３日（月）

（２）時間

１・２・３年生 １３時００分～１４時３０分

４・５・６年生 １４時３０分～１６時００分

４ 利用にあたっての留意事項

（１）利用できるのは本校に在籍の児童のみです。保護者・幼児・中学生等の利用はできません。

（２）校庭を利用する際には、検温を行うなど、事前にお子様の健康観察を行ってください。発

熱や風邪の症状がある場合は、利用できません。

（３）トイレは２階を、水飲み場は校庭と２階ワークを利用します。（水筒持参可）

（４）登下校時は攻防を着用します。

（５）自転車で学校に来ることはできません。行き帰りのお子様の安全管理は、保護者の責任に

おいて行っていただきますようお願いいたします。

５ その他

春季休業中の児童の校庭の利用については、改めてお知らせいたします。

【問い合わせ】

春日小学校 副校長 髙橋 政人

電話 ３９２６－７１０２


